
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コネクションオリエンテッド網の複数の通信コネクションを転送経路上の途中のノードに
おいて同一の通信コネクションに集約するマージ処理を行う通信コネクションマージ
であって、第１の付帯パラメータを 既存通信コネクションに対して設定中の第２の
付帯パラメータを 新規通信コネクションをマージしようとする際に前記既存通信コ
ネクションと前記新規通信コネクションとの転送経路を共有することが可能な区間におい
て前記既存通信コネクションが経由するトンネリング用通信コネクションが存在するか否
かを判定するステップと、存在すると判定された時に前記トンネリング用通信コネクショ
ンの第３の付帯パラメータを前記新規通信コネクションの第２の付帯パラメータが収容可
能に変更するステップと、前記収容可能に変更を行った後に前記トンネリング用通信コネ
クション上において前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとを前記トン
ネリング用コネクションの終点ノードにおいて分岐可能な形態でマージを行うステップと
を有することを特徴とする通信コネクションマージ 。
【請求項２】
コネクションオリエンテッド網の複数の通信コネクションを転送経路上の途中のノードに
おいて同一の通信コネクションに集約するマージ処理を行う通信コネクションマージ
であって、第１の付帯パラメータを 既存通信コネクションに対して設定中の第２の
付帯パラメータを 新規通信コネクションをマージしようとする際に前記既存通信コ
ネクションと前記新規通信コネクションとの転送経路を同一にすることが可能な区間にお
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いて新たに前記第１の付帯パラメータ及び前記第２の付帯パラメータが収容可能なトンネ
リング用通信コネクションを設定するステップと、前記トンネリング用通信コネクション
上において前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとを前記トンネリング
用通信コネクションの終点ノードにおいて分岐可能な形態でマージを行うステップとを有
することを特徴とする通信コネクションマージ 。
【請求項３】
前記トンネリング用通信コネクションは、上位のトンネリング用通信コネクションを下位
のトンネリング用通信コネクションの終点ノードにおいて分岐可能な形態で、マージを再
帰的に任意の回数だけ繰り返すことが可能であることを特徴とする

の通信コネクションマージ 。
【請求項４】
前記コネクションオリエンテッド網がＭＰＬＳ（ＭｕｌｔｉＰｒｏｔｏｃｏｌ　Ｌａｂｅ
ｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）網であり、前記通信コネクションがＬＳＰ（Ｌａｂｅｌ　Ｓｗ
ｉｔｃｈｅｄ　Ｐａｔｈ）であ ＬＳＲ（Ｌａｂｅｌ
　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｒｏｕｔｅｒ）であることを特徴とする

通信コネクションマージ 。
【請求項５】
前記コネクションオリエンテッド網がＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｍｏｄｅ）網であり、前記通信コネクションがＶＣ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）であり、前記トンネリング用通信コネクションがＶＰ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐａｔｈ
）であ ＡＴＭスイッチであることを特徴とする

の通信コネクションマージ 。
【請求項６】
コネクションオリエンテッド網内に配置されかつ複数の通信コネクションを転送経路上の
途中のノードにおいて同一の通信コネクションに集約するマージ処理を行うノードであっ
て、第１の付帯パラメータを 既存通信コネクションに対して設定中の第２の付帯パ
ラメータを 新規通信コネクションをマージしようとする際に前記既存通信コネクシ
ョンと前記新規通信コネクションとの転送経路を共有することが可能な区間において前記
既存通信コネクションが経由するトンネリング用通信コネクションが存在する否かを判定
する手段と、存在すると判定した時に前記トンネリング用通信コネクションの第３の付帯
パラメータを前記新規通信コネクションの第２の付帯パラメータが収容可能に変更を行う
手段と、前記収容可能に変更を行った後に前記トンネリング用通信コネクション上におい
て前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとを前記トンネリング用コネク
ションの終点ノードにおいて分岐可能な形態でマージを行う手段とを有することを特徴と
するノード。
【請求項７】
コネクションオリエンテッド網内に配置されかつ複数の通信コネクションを転送経路上の
途中のノードにおいて同一の通信コネクションに集約するマージ処理を行うノードであっ
て、第１の付帯パラメータを 既存通信コネクションに対して設定中の第２の付帯パ
ラメータを 新規通信コネクションをマージしようとする際に前記既存通信コネクシ
ョンと前記新規通信コネクションとの転送経路を同一にすることが可能な区間において新
たに前記第１の付帯パラメータ及び前記第２の付帯パラメータが収容可能なトンネリング
用通信コネクションを設定する手段と、前記トンネリング用通信コネクション上において
前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとを前記トンネリング用通信コネ
クションの終点ノードにおいて分岐可能な形態でマージを行う手段とを有することを特徴
とするノード。
【請求項８】
前記トンネリング用通信コネクションは、上位のトンネリング用通信コネクションを下位
のトンネリング用通信コネクションの終点ノードにおいて分岐可能な形態で、マージを再
帰的に任意の回数だけ繰り返すことが可能であることを特徴とする
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のノード。
【請求項９】
前記コネクションオリエンテッド網がＭＰＬＳ（ＭｕｌｔｉＰｒｏｔｏｃｏｌ　Ｌａｂｅ
ｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）網であり、前記通信コネクションがＬＳＰ（Ｌａｂｅｌ　Ｓｗ
ｉｔｃｈｅｄ　Ｐａｔｈ）であ ＬＳＲ（Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎ
ｇ　Ｒｏｕｔｅｒ）であることを特徴とする のノー
ド。
【請求項１０】
前記コネクションオリエンテッド網がＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｍｏｄｅ）網であり、前記通信コネクションがＶＣ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）であり、前記トンネリング用通信コネクションがＶＰ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐａｔｈ
）であ ＡＴＭスイッチであることを特徴とする

のノード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は通信コネクションマージ 及びそれを用いるノードに関し、特にコネクション
オリエンテッド網内に設定される複数の通信コネクションを途中でマージする際にマージ
を行う共有経路上の付帯パラメータも同時に更新してマージする通信コネクションマージ

及びノードに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の通信コネクションマージ方式及びノードは、例えば１９９９年８月、イン
ターネット・ドラフト、ドラフト・アイイーティーエフ・エムピーエルエス・アーキテク
チャ・０６・テキスト（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｄｒａｆｔ，　ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｍｐ
ｌｓ－ａｒｃｈ－０６．ｔｘｔ，　Ａｕｇｕｓｔ，　１９９９）　及び１９９９年１０月
、インターネット・ドラフト、ドラフト・アイイーティーエフ・エムピーエルエス・エル
デーピー・０６・テキスト（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｄｒａｆｔ，　ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－
ｍｐｌｓ－ｌｄｐ－０６．ｔｘｔ，　Ｏｃｔｏｂｅｒ，　１９９９）　に示されるように
、ＭＰＬＳ（ＭｕｌｔｉＰｒｏｔｏｃｏｌ　Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）　網内で
ＬＳＰ（Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｐａｔｈ）　を設定する時に、マージポイント
から出側ＬＳＲ（Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｒｏｕｔｅｒ）までの転送経路を同
一にすることができるものをマージするために用いられている。
【０００３】
ここで、マージとは複数の転送経路を途中で一本の転送経路に集約することをいい、マー
ジポイントから出側ＬＳＲまでの区間において、パケットには同一の転送経路識別子（こ
こではＭＰＬＳのラベル）が用いられる。このマージを行うことによって、ＬＳＲの転送
ラベル数の節減といった効果があり、大規模網における運用に寄与する。
【０００４】
次に、従来の技術について、コネクションオリエンテッド網をＭＰＬＳ網、通信コネクシ
ョンをＬＳＰ、ノードをＬＳＲとして説明する。図９参照すると、ＭＰＬＳ網１はＬＳＲ
１０１～１０４から構成されている。各ＬＳＲ１０１～１０４はリンク２０１～２０３に
よって接続され、データはこれらのリンク２０１～２０３を通ってやりとりされる。また
、ＬＳＲ１０１からＬＳＲ１０２を経由してＬＳＲ１０３に至るＬＳＰ３０１が存在する
。
【０００５】
ここで、ＬＳＲ１０４からＬＳＲ１０３へ至るＬＳＰを新規に設定する場合を考えると、
まずＬＳＲ１０４はＬＳＰ設定プロトコルを用いてＬＳＲ１０３へのＬＳＰ設定要求４０
１をＬＳＲ１０２へ送信する。このＬＳＰ設定要求４０１を受信したＬＳＲ１０２はＬＳ
Ｒ１０３までマージすることができるＬＳＰが存在するかどうかを判定し、存在するなら
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ばマージを行う。ここでは出側ルータまでの経路を同一にすることができるＬＳＰ３０１
がすでに存在するのでマージを行うことが可能である。
【０００６】
マージを行う場合、ＬＳＲ１０２から先（すなわち、ＬＳＲ１０３）へはＬＳＰ設定要求
を行わず、ＬＳＲ１０４へＬＳＰ設定応答４０２を返し、ＬＳＲ１０４を起点とし、ＬＳ
Ｒ１０２においてＬＳＰ３０１にマージされるＬＳＰ３０２が設定される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の通信コネクションマージ方式では、既にあるＬＳＰのパラメータの変更を
行わずに、マージを行うのみであるので、マージを行う時に要求帯域等のＬＳＰがもつ付
帯パラメータ（以下、パラメータとする）も一緒にマージできないという問題がある。
【０００８】
このようなパラメータの例としては、要求帯域、遅延等といったトラフィックに関するパ
ラメータ、ＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）　識別子、優先
度等といったポリシに関するパラメータ等がある。
【０００９】
また、従来の通信コネクションマージ方式では、一度マージを行ってしまうと、マージさ
れたＬＳＰを途中で分岐することができないので、マージを行う時に要求帯域等のＬＳＰ
がもつパラメータも一緒にマージできたとしても、その適用範囲は出側ＬＳＲまでの転送
経路が同一にすることができる場合に限られるという問題がある。たとえ転送経路のほと
んどの部分が同一であったとしても、出側ＬＳＲが異なる場合にはマージを行うことはで
きない。
【００１０】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、マージを行う時にマージされるＬＳＰの
要求帯域等のパラメータも一緒にマージすることができる通信コネクションマージ 及
びそれを用いるノードを提供することにある。
【００１１】
本発明の他の目的は、ＬＳＰのパラメータも一緒にマージするだけではなく、一度マージ
を行ったＬＳＰを途中で分岐することができる通信コネクションマージ 及びそれを用
いるノードを提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明による通信コネクションマージ は、

備えている。
【００１４】
本発明による 通信コネクションマージ方法は、コネクションオリエンテッド網の複数
の通信コネクションを転送経路上の途中のノードにおいて同一の通信コネクションに集約
するマージ処理を行う通信コネクションマージ であって、第１の付帯パラメータを

既存通信コネクションに対して設定中の第２の付帯パラメータを 新規通信コネ
クションをマージしようとする際に前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクショ
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ンとの転送経路を同一にすることが可能な区間において新たに前記第１の付帯パラメータ
及び前記第２の付帯パラメータが収容可能なトンネリング用通信コネクションを設定する
ステップと、前記トンネリング用通信コネクション上において前記既存通信コネクション
と前記新規通信コネクションとを前記トンネリング用通信コネクションの終点ノードにお
いて分岐可能な形態でマージを行うステップとを備えている。
【００１６】
本発明による 、コネクションオリエンテッド網内に配置されかつ複数の通信コネ
クションを転送経路上の途中のノードにおいて同一の通信コネクションに集約するマージ
処理を行うノードであって、第１の付帯パラメータを 既存通信コネクションに対し
て設定中の第２の付帯パラメータを 新規通信コネクションをマージしようとする際
に前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとの転送経路を共有することが
可能な区間において前記既存通信コネクションが経由するトンネリング用通信コネクショ
ンが存在する否かを判定する手段と、存在すると判定した時に前記トンネリング用通信コ
ネクションの第３の付帯パラメータを前記新規通信コネクションの第２の付帯パラメータ
が収容可能に変更を行う手段と、前記収容可能に変更を行った後に前記トンネリング用通
信コネクション上において前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとを前
記トンネリング用コネクションの終点ノードにおいて分岐可能な形態でマージを行う手段
とを備えている。
【００１７】
本発明による 、コネクションオリエンテッド網内に配置されかつ複数の通信
コネクションを転送経路上の途中のノードにおいて同一の通信コネクションに集約するマ
ージ処理を行うノードであって、第１の付帯パラメータを 既存通信コネクションに
対して設定中の第２の付帯パラメータを 新規通信コネクションをマージしようとす
る際に前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとの転送経路を同一にする
ことが可能な区間において新たに前記第１の付帯パラメータ及び前記第２の付帯パラメー
タが収容可能なトンネリング用通信コネクションを設定する手段と、前記トンネリング用
通信コネクション上において前記既存通信コネクションと前記新規通信コネクションとを
前記トンネリング用通信コネクションの終点ノードにおいて分岐可能な形態でマージを行
う手段とを備えている。
【００１８】
すなわち、本発明の第１の通信コネクションマージ方式は、ＬＳＰ設定要求を受信したＬ
ＳＲが、新規に設定しようとするＬＳＰを既に設定されているＬＳＰにマージすることが
できるかどうかを判断する。その判断基準としては出側ＬＳＲまでの経路を同一にするこ
とができることに加え、新規に設定しようとするＬＳＰのもつ要求帯域等のパラメータを
既存のＬＳＰが収容することができるように、既存のＬＳＰのパラメータを変更すること
ができるかどうかである。
【００１９】
既存のＬＳＰのもつパラメータを変更するためには、マージするＬＳＲから下流の全ての
ＬＳＲに対してパラメータの変更が可能かどうかのネゴシエーションを行わなければなら
ないので、これをシグナリング等によって実現する。ネゴシエーションの結果、パラメー
タの変更が可能であればマージを行う。
【００２０】
もし不可能であればマージを行わず、さらに先のＬＳＲへとＬＳＰ設定要求を出して別の
ＬＳＰを設定する。このような方式を採用することによって、マージを行う時にマージさ
れるＬＳＰの要求帯域等のパラメータも一緒にマージすることが可能となる。
【００２１】
本発明の第２の通信コネクションマージ方式は、ＭＰＬＳ網内に予めトンネリング用ＬＳ
Ｐが設定されている時に、新規に設定しようとするＬＳＰの一部経路として、トンネリン
グ用ＬＳＰを用いることができるならば、本発明の第１の通信コネクションマージ方式と
同様の手順を用いて、新規に設定しようとするＬＳＰを収容することができるように、ト
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ンネリング用ＬＳＰのパラメータの変更をネゴシエーションする。ネゴシエーションの結
果、パラメータの変更が可能ならば、ＬＳＰの一部経路として、トンネリング用ＬＳＰを
用いてＬＳＰの設定を行う。
【００２２】
ＬＳＰの転送経路にトンネリング用ＬＳＰが用いられている部分では、転送パケットに対
してＭＰＬＳのラベルスタックが用いられ、収容されているＬＳＰのラベルの前にトンネ
リング用ＬＳＰのラベルが付与される。トンネリング用ＬＳＰには複数のＬＳＰを収容す
ることが可能であり、トンネリング用ＬＳＰ以外の部分では収容されているＬＳＰの経路
が同じである必要はない。
【００２３】
このような方式を採用することによって、ＬＳＰのパラメータも一緒にマージするだけで
はなく、一度マージを行ったＬＳＰを途中で分岐することが可能となる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の第１の実施
の形態を説明するための図である。図１において、本発明の第１の実施の形態はコネクシ
ョンオリエンテッド網の代表例としてＭＰＬＳ網１において行われることを前提とする。
【００２５】
ＭＰＬＳ網１はＬＳＲ１０１～１０４から構成され、各ＬＳＲ１０１～１０４間はリンク
２０１～２０３によって接続されている。また、ＬＳＲ１０１からＬＳＲ１０２を経由し
てＬＳＲ１０３へ至るＬＳＰ３０１が設定されている。
【００２６】
図２は本発明の第１の実施の形態におけるＬＳＲ１０２の動作を示すフローチャートであ
り、図３は本発明の第１の実施の形態におけるＬＳＲ１０３の動作を示すフローチャート
である。これら図１～図３を参照して本発明の第１の実施の形態の動作について説明する
。
【００２７】
まず、ＬＳＲ１０４がＬＳＲ１０２を経由してＬＳＲ１０３に至るＬＳＰを新規に設定し
ようとする場合について考える。ここで、新規に設定しようとするＬＳＰは要求帯域等の
パラメータをもっているものとする。ＬＳＲ１０２はＬＳＲ１０４から送信されたＬＳＰ
設定要求４０１を受信する（図２ステップＳ１）。
【００２８】
このＬＳＰ設定要求４０１を受信したＬＳＲ１０２は、ＬＳＲ１０２から出側ＬＳＲ１０
３までの経路を同一にすることができるＬＳＰが存在するかどうかをチェックする（図２
ステップＳ２）。このようなＬＳＰが存在しない場合にはマージを行わずにＬＳＰを設定
する手順に移行する（図２ステップＳ１２）。
【００２９】
ステップＳ２の結果、ＬＳＲ１０２からＬＳＲ１０３までの経路を同一にすることができ
るＬＳＰが存在する場合には、そのＬＳＰが新規に設定しようとするＬＳＰと同じ種類の
パラメータを備えているかどうかをチェックする（図２ステップＳ３）。もしも備えてい
ない場合にはマージすることができないので、マージせずにＬＳＰを設定する手順に移行
する（図２ステップＳ１２）。
【００３０】
ステップＳ３の結果、新規に設定しようとするＬＳＰと同じ種類のパラメータを備えたＬ
ＳＰ３０１が存在しているとする。この場合、ＬＳＲ１０２においてＬＳＰ３０１のパラ
メータの変更ができるかどうかをチェックする（図２ステップＳ４）。もしもパラメータ
の変更が不可能な場合には、マージせずにＬＳＰを設定する手順に移行する（図２ステッ
プＳ１２）。
【００３１】
ステップＳ４の結果、パラメータの変更が可能であれば、その変更を仮設定する（図２ス
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テップＳ５）。ここで、仮設定とはＬＳＰのパラメータを実際に変更しないまま、パラメ
ータを変更するためのリソースを確保しておくことをいう。さらに、ＬＳＰ３０１の転送
経路に沿ってＬＳＰ３０１のパラメータ変更要求４０３を送信し、応答を待つ（図２ステ
ップＳ６，Ｓ７）。
【００３２】
ＬＳＰ３０１のパラメータ変更要求４０３を受信したＬＳＲ１０３はＬＳＰ３０１のパラ
メータが要求通り変更可能かどうかをチェックする（図３ステップＳ２１，Ｓ２２）。変
更不可能ならば、要求を出したＬＳＲ（前ＬＳＲ；この場合はＬＳＲ１０２）へパラメー
タ変更拒絶通知を送信する（図３ステップＳ３０）。
【００３３】
ステップＳ２２の結果、変更可能ならば、パラメータの変更を仮設定する（図３ステップ
Ｓ２３）。ここで、もしも自ノードが出側ＬＳＲならば、そのままパラメータの変更を本
設定する（図３ステップＳ２４，Ｓ２７）。ＬＳＲ１０３の場合には出側ＬＳＲなので、
この手順を踏む。
【００３４】
もしも自ノードが出側ＬＳＲでなければ、ＬＳＰ上にある次のＬＳＲ（次ＬＳＲ）にパラ
メータ変更要求を送信し、応答を待つ（図３ステップＳ２４～Ｓ２６）。次ＬＳＲからパ
ラメータ変更拒絶通知を受信した場合、自ノードのパラメータ変更の仮設定を解除し、前
ＬＳＲへパラメータ変更拒絶通知を送信する（図３ステップＳ２９，Ｓ３０）。
【００３５】
また、次ＬＳＲからパラメータ変更応答を受信したならば、パラメータの変更を本設定す
る（図３ステップＳ２７）。パラメータの変更を本設定した後は、前ＬＳＲへパラメータ
変更応答４０４を送信する（図３ステップＳ２８）。
【００３６】
ＬＳＲ１０２が次ＬＳＲからパラメータ変更拒絶を受信した場合、パラメータ変更の仮設
定を解除し、マージせずにＬＳＰを設定する手順に移行する（図２ステップＳ９，Ｓ１２
）。
【００３７】
ＬＳＲ１０２が次ＬＳＲからパラメータ変更応答を受信した場合にはパラメータ変更の本
設定を行い、ＬＳＰのマージを行う（図２ステップＳ８，Ｓ１０）。そして、ＬＳＲ１０
４へＬＳＰ設定応答４０２を送信する（図２ステップＳ１１）。この結果、ＬＳＲ１０４
を起点とし、ＬＳＲ１０２でＬＳＰ３０１にマージされるＬＳＰ３０２の設定が完了する
。
【００３８】
本実施の形態では、新規に設定しようとするＬＳＰを既存のＬＳＰにマージする際に、マ
ージポイントから出側ＬＳＲまでの経路が同一である場合に加え、マージポイントから出
側ＬＳＲまでの区間において、新規に設定しようとするＬＳＰのパラメータを収容するこ
とができるように既存のＬＳＰのパラメータを変更うことを特徴としている。これによっ
て、例えば要求帯域等の付帯パラメータをもったＬＳＰのマージを行うことが可能になる
。
【００３９】
また、本実施の形態では、マージポイントから出側ＬＳＲまでの区間において既存のＬＳ
Ｐのパラメータを変更してからマージを行っているが、一度マージされたＬＳＰを解放す
る場合には、再度同区間でネゴシエーションを行うことによって、解放後に残るＬＳＰを
収容することができるようにパラメータを変更した後に解放を行う。
【００４０】
さらに、本実施の形態では、ＭＰＬＳ網の代わりにＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　
Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｅ）網、ＬＳＰの代わりにＶＣ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）　、ＬＳＲの代わりにＡＴＭスイッチを用いた場合にも上記と同様にして実施する
ことができる。
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【００４１】
図４及び図５は本発明の第２の実施の形態を説明するための図である。これら図４及び図
５を参照して本発明の第２の実施の形態について説明する。ここで、本発明の第２の実施
の形態はコネクションオリエンテッド網の代表例としてＭＰＬＳ網１において行われるこ
とを前提とする。
【００４２】
ＭＰＬＳ網１はＬＳＲ１０５～１１１から構成され、各ＬＳＲ間はリンク２０４～２０９
によって接続されている。また、ＬＳＲ１０７を起点とし、ＬＳＲ１０８を経由してＬＳ
Ｒ１０９へ至るトンネリング用ＬＳＰ３０３が予め設定されている。さらに、ＬＳＲ１０
５を起点とし、ＬＳＲ１０７及びＬＳＲ１０９を経由してＬＳＲ１１０へ至るＬＳＰ３０
４が予め設定されている。
【００４３】
ＬＳＰ３０４の転送経路のうち、ＬＳＲ１０７とＬＳＲ１０９との間はトンネリング用Ｌ
ＳＰ３０３が用いられている。この部分はＭＰＬＳのラベルスタックを用いて実現されて
おり、ＬＳＲ１０７とＬＳＲ１０９との間においては、ＬＳＰ３０４用に割り当てられた
ラベルの前にトンネリング用ＬＳＰ３０３用に割り当てられたラベルがスタックされる。
【００４４】
図６はＭＰＬＳパケットの構成を説明するための図である。図６においてはＬＳＲ１０７
とＬＳＲ１０９との間において、ＬＳＰ３０４上を流れるＭＰＬＳのパケット構成を示し
たものである。
【００４５】
ＭＰＬＳパケット５０１にはＩＰデータグラム５０２の前につけられたＩＰヘッダ５０３
のさらに前に、ＭＰＬＳのラベルを格納するシムヘッダ５０４，５０５が付加されている
。シムヘッダ５０４内のラベルはＬＳＰ３０４用に割り当てられたものが格納され、シム
ヘッダ５０５内のラベルはトンネリング用ＬＳＰ３０３用に割り当てられたものが格納さ
れる。
【００４６】
シムヘッダ５０５はトンネリング用ＬＳＰ３０３がＬＳＰ３０４の転送経路として用いら
れるＬＳＲ１０７とＬＳＲ１０９との間でのみ付与され、その他の区間ではシムヘッダ５
０４が先頭にくる。
【００４７】
図７は本発明の第２の実施の形態におけるＬＳＲ１０７の動作を示すフローチャートであ
る。これら図４と図５と図７とを参照して本発明の第２の実施の形態の動作について説明
する。
【００４８】
ＬＳＲ１０６はＬＳＲ１０７を経由してＬＳＲ１１０へ至るＬＳＰを新規に設定しようと
する場合について考える。ここで、新規に設定しようとするＬＳＰは要求帯域等の付帯パ
ラメータを含むものであるとする。
【００４９】
ＬＳＲ１０６はＬＳＰ設定要求４０５をＬＳＲ１０７へ送信し、これを受信したＬＳＲ１
０７は、本発明の第１の実施の形態と同様に、出側ＬＳＲまでの経路を同一にすることが
できるＬＳＰが存在するかをチェックする（図７ステップＳ４１，Ｓ４２）。もしも存在
すれば、新規に設定しようとするＬＳＰをそのＬＳＰにマージしようとする。図４におい
てはＬＳＰ３０４がマージされようとするＬＳＰである。
【００５０】
まず、ＬＳＰ３０４がＬＳＲ１０７において、トンネリング用ＬＳＰを転送経路の一部と
して用いているかどうかをチェックする（図７ステップＳ４３）。ステップＳ４３の結果
、ＬＳＰ３０４がＬＳＲ１０７においてトンネリング用ＬＳＰを転送経路の一部として用
いているならば、まずその新規に設定しようとするＬＳＰを収容することができるように
、トンネリング用ＬＳＰのパラメータ変更を、図２ステップＳ１３（図２ステップＳ３～
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Ｓ９）と同様の手順で、ネゴシエーションする（図７ステップＳ４５）。図４においては
ＬＳＰ３０４がＬＳＲ１０７においてトンネリング用ＬＳＰ３０３を転送経路の一部とし
て用いているので、ステップＳ４３からステップＳ４５へと移る。
【００５１】
ステップＳ１３とは図２において破線で囲われた部分であり、パラメータ変更に成功した
ならばＯＫとなり、何らかの原因でパラメータ変更ができないならばＮＧとなる。図２の
場合にはＯＫならばステップＳ１０に移り、ＮＧならばステップＳ１２に移る。
【００５２】
ステップＳ４５において、パラメータ変更が成功する場合のパラメータ変更に関するメッ
セージのやりとりは、ＬＳＲ１０７からＬＳＲ１０８へのパラメータ変更要求４０７、Ｌ
ＳＲ１０８からＬＳＲ１０９へのパラメータ変更要求４０９、ＬＳＲ１０９からＬＳＲ１
０８へのパラメータ変更応答４１０、ＬＳＲ１０８からＬＳＲ１０７へのパラメータ変更
応答４０８の順序で行われる。
【００５３】
ステップＳ４５の結果、パラメータ変更が成功しなかったならば、マージを行わずにＬＳ
Ｐを設定する手順に移行する（図７ステップＳ５２）。もしもパラメータ変更が成功した
ならば、ＬＳＰ３０４自体のパラメータ変更を行う（図７ステップＳ４７）。
【００５４】
ステップＳ４７において、パラメータ変更が成功する場合のパラメータ変更に関するメッ
セージのやりとりは、ＬＳＲ１０７からＬＳＲ１０９へのパラメータ変更要求４１１、Ｌ
ＳＲ１０９からＬＳＲ１１０へのパラメータ変更要求４１３、ＬＳＲ１１０からＬＳＲ１
０９へのパラメータ変更応答４１４、ＬＳＲ１０９からＬＳＲ１０７へのパラメータ変更
応答４１２の順序で行われる。
【００５５】
ステップＳ４３の結果、ＬＳＰ３０４がＬＳＲ１０７においてトンネリング用ＬＳＰを転
送経路の一部として用いていない場合は、直接ステップＳ４７の手順に移り、ＬＳＰ３０
４のパラメータ変更を行う（図７ステップＳ４７）。
【００５６】
ステップＳ４７の結果、パラメータ変更が成功しなかったならば、マージを行わずにＬＳ
Ｐを設定する手順に移行する（図７ステップＳ５２）。もしもパラメータ変更が成功した
ならば、新規に設定しようとするＬＳＰをＬＳＰ３０４にマージを行い、ＬＳＲ１０６に
対してＬＳＰ設定応答４０６を送信する（図７ステップＳ５０，Ｓ５１）。ステップＳ５
０，Ｓ５１の結果、ＬＳＲ１０６を起点とし、ＬＳＲ１０７においてＬＳＰ３０４にマー
ジされるＬＳＰ３０５の設定が完了する。
【００５７】
次に、ステップＳ４２において、ＬＳＰ設定要求４０５を受信したＬＳＲ１０７において
、出側ＬＳＲまでの経路を同一にすることができるＬＳＰが存在しなかった場合の動作に
ついて説明する。図５において、ＬＳＲ１０６がＬＳＲ１０７を経由してＬＳＲ１１１へ
至るＬＳＰを新規に設定しようとする場合はこのような状況になる。
【００５８】
まず、ＬＳＲ１０７において設定されているトンネリング用ＬＳＰの終点までの経路を、
新規に設定しようとするＬＳＰの通過経路の一部とすることができるかどうかをチェック
する（図７ステップＳ４４）。ここで、トンネリング用ＬＳＰの起点は必ずしもＬＳＲ１
０７である必要はない。
【００５９】
ステップＳ４４の結果、ＬＳＲ１０７において設定されているトンネリング用ＬＳＰ３０
３の終点までの経路が、新規に設定しようとするＬＳＰの通過経路の一部とすることがで
きないならば、新規に設定しようとするＬＳＰをトンネリング用ＬＳＰに収容させようと
せずに、ＬＳＰを設定する手順に移行する（図７ステップＳ５２）。
【００６０】
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ステップＳ４４の結果、ＬＳＲ１０７において設定されているトンネリング用ＬＳＰ３０
３の終点までの経路が、新規に設定しようとするＬＳＰの通過経路の一部とすることがで
きるとする。図５に示す例ではこの場合に相当し、トンネリング用ＬＳＰ３０３に対して
、新規に設定しようとするＬＳＰを収容することができるようにパラメータの変更を行う
（図７ステップＳ４６）。
【００６１】
ステップＳ４６において、パラメータ変更が成功する場合のパラメータ変更に関するメッ
セージのやりとりは、ステップＳ４５においてパラメータ変更が成功する場合と同様であ
る。
【００６２】
ステップＳ４６の結果、パラメータ変更が成功しなかったならば、新規に設定しようとす
るＬＳＰをトンネリング用ＬＳＰ３０３に収容させようとせずに、ＬＳＰを設定する手順
に移行する（図７ステップＳ５２）。もしもパラメータ変更が成功したならば、新規に設
定しようとするＬＳＰをトンネリング用ＬＳＰ３０３に収容し、トンネリング用ＬＳＰ３
０３の終点ＬＳＲ１０９へＬＳＰ設定要求４１５を送信する（図７ステップＳ４８，Ｓ４
９）。
【００６３】
ステップＳ４９以降のＬＳＰ設定が成功する場合のメッセージのやりとりは、ＬＳＲ１０
９からＬＳＲ１１１へのＬＳＰ設定要求４１７、ＬＳＲ１１１からＬＳＲ１０９へのＬＳ
Ｐ設定応答４１８、ＬＳＲ１０９からＬＳＲ１０７へのＬＳＰ設定応答４１６、ＬＳＲ１
０７からＬＳＲ１０６へのＬＳＰ設定応答４０６の順序で行われる。
【００６４】
もしもステップＳ４９以降でＬＳＰの設定に失敗した場合には、ステップＳ４８で行った
トンネリング用ＬＳＰ３０３へ収容されている状態を解除し、ＬＳＰの設定はエラーとな
る。
【００６５】
ステップＳ４９以降でＬＳＰ設定に成功すると、ＬＳＲ１０６を起点とし、ＬＳＲ１０７
、ＬＳＲ１０９を経由してＬＳＲ１１１へ至るＬＳＰ３０６の設定が完了する。ＬＳＰ３
０６の転送経路のうち、ＬＳＲ１０７からＬＳＲ１０９までの区間においては、ＬＳＰ３
０４とトンネリング用ＬＳＰ３０３上でマージされている。
【００６６】
ＬＳＰ３０６上を転送されるＭＰＬＳのパケット構成について述べる。ＬＳＰ３０６のう
ち、トンネリング用ＬＳＰ３０３が転送経路として用いられている部分においては、ＬＳ
Ｐ３０６用に割り当てられたラベルを格納したシムヘッダの前にＬＳＰ３０３用に割り当
てられたラベルを格納したシムヘッダがつけられて転送される。
【００６７】
例えば、ＬＳＲ１０７とＬＳＲ１０８の間では、ＬＳＰ設定応答４１６で割り当てられた
ラベルを格納したシムヘッダの前に、ＬＳＰ設定応答４０８で割り当てられたラベルを格
納したシムヘッダがつけられる。
【００６８】
本実施の形態では、トンネリング用ＬＳＰを新規に設定しようとするＬＳＰの通過経路の
一部として用いることができる場合に、新規に設定しようとするＬＳＰをトンネリング用
ＬＳＰが収容することができるように、トンネリング用ＬＳＰのパラメータの変更をネゴ
シエーションし、もしも変更可能ならば、トンネリング用ＬＳＰを新規に設定しようとす
るＬＳＰの一部として用いる。
【００６９】
この他にも、トンネリング用ＬＳＰが、新規に設定しようとするＬＳＰをネゴシエーショ
ンを行わずに収容することができることが分かっている場合には、ネゴシエーションを行
わずに、新規に設定しようとするＬＳＰをトンネリング用ＬＳＰに収容する。すなわち、
図７のステップＳ４６が省かれる。
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【００７０】
また、本実施の形態では、トンネリング用ＬＳＰは予め設定されているとしたが、トンネ
リング用ＬＳＰが存在しない場合に、新規に設定しようとするＬＳＰを既に設定されてい
ると経路の一部を共有することができるとする。この時、その共有部分において新たにト
ンネリング用ＬＳＰを設定し、そのトンネリング用ＬＳＰの部分において、新規に設定し
ようとするＬＳＰを既に設定されているＬＳＰにマージすることも可能である。
【００７１】
すなわち、この場合、図７のステップＳ４６において、トンネリング用ＬＳＰのパラメー
タ変更をネゴシエーションする代わりに、新規に設定しようとするＬＳＰと既に設定され
ているＬＳＰをともに収容することができるようなトンネリング用ＬＳＰを設定する。
【００７２】
また、本実施の形態ではラベルスタックの階層は２階層であったが、これを任意の数の階
層に拡張することも可能である。すなわち、トンネリング用ＬＳＰの経路の一部としてト
ンネリング用ＬＳＰが用いられ、任意の数が重ねられるという場合においても適用するこ
とができる。
【００７３】
また、本実施の形態では、ＭＰＬＳ網の代わりにＡＴＭ網、ＬＳＰの代わりにＶＣ、トン
ネリング用ＬＳＰの代わりにＶＰ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐａｔｈ）、ＬＳＲの代わりにＡＴ
Ｍスイッチを用いた場合にも上記と同様にして実施することができる。この場合は、トン
ネリング用ＶＰによってトンネリングされている部分においては、ＶＰスイッチングが行
われる。
【００７４】
本実施の形態によって、トンネリング用ＬＳＰの転送経路部分においてのみマージを行う
ことができるので、付帯パラメータをもったＬＳＰのマージを行うことができるだけでな
く、一度マージを行っても、トンネリング用ＬＳＰの転送経路部分以外では分岐を行うこ
とが可能である。
【００７５】
本実施の形態の図５においては、ＬＳＰ３０４とＬＳＰ３０６とがトンネリング用ＬＳＰ
３０３によって、ＬＳＲ１０７とＬＳＲ１０９との間でマージされているが、ＬＳＲ１０
９において、それぞれＬＳＲ１１０とＬＳＲ１１１とへと分岐している。
【００７６】
次に、図１を参照して本発明の第１の実施例について説明する。かかる実施例は本発明の
第１の実施の形態に対応するものである。本実施例ではＭＰＬＳ網１内にＬＳＲ１０１～
１０４が存在し、各ＬＳＲ１０１～１０４間はリンク２０１～２０３によって接続されて
いる。また、ＬＳＲ１０１を起点とし、ＬＳＲ１０２を経由してＬＳＲ１０３を終点とす
るＬＳＰ３０１が予め設定されている。ＬＳＰ３０１には通過リンクの予約帯域として１
０メガビット／秒が各ＬＳＲ１０１～１０４において設定されている。
【００７７】
ここで、ＬＳＲ１０４からＬＳＲ１０２を経由してＬＳＲ１０３を終点とするＬＳＰを新
規に設定しようとする。ここで、新規に設定しようとするＬＳＰの予約したい帯域は５メ
ガビット／秒であるとする。
【００７８】
ＬＳＲ１０４は自ノードにおいて、５メガビット／秒の帯域予約を仮設定し、ＬＳＲ１０
２へＬＳＰ設定要求（ラベルリクエストメッセージ）４０１を送信する。ＬＳＰ設定要求
４０１には通過ノードがＬＳＲ１０２、１０３であるという情報と、予約したい帯域であ
る５メガビット／秒というトラフィックパラメータとが入れられている。
【００７９】
ＬＳＰ設定要求４０１を受信したＬＳＲ１０２は、出側ＬＳＲ１０３までの経路を同一に
することができるＬＳＰがＬＳＲ１０２において存在するかどうかを検索する。ここでは
、出側ＬＳＲ１０３までの経路が同一であるＬＳＰ３０１が検索にかかる。
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【００８０】
次に、ＬＳＰ３０１が予約帯域というパラメータを備えているかをチェックし、備えてい
るならば、そのパラメータを変更して新規に設定しようとするＬＳＰとマージが行えるか
どうかをチェックする。
【００８１】
ここでは、１０メガビット／秒というＬＳＰ３０１の予約帯域を、新規に設定しようとす
るＬＳＰの予約したい帯域である５メガビット／秒と足し合わせることが可能かどうかが
調べられる。もしも足し合わせて合計１５メガビット／秒に変更することが可能であるな
らば、ＬＳＲ１０２において、ＬＳＰ３０１の予約帯域をその値に仮設定する。
【００８２】
次に、ＬＳＲ１０２はＬＳＲ１０３に対してパラメータ変更要求４０３を送信する。パラ
メータ変更要求４０３にはＬＳＰ３０１の変更したい予約帯域である１５メガビット／秒
という値が入れられている。
【００８３】
パラメータ変更要求４０３を受信したＬＳＲ１０３は、ＬＳＰ３０１の予約帯域が１５メ
ガビット／秒に変更可能かどうかを判断する。もしも変更可能ならば、ＬＳＰ３０１の予
約帯域を１５メガビット／秒に変更し、ＬＳＲ１０２へパラメータ変更応答４０４を返す
。
【００８４】
パラメータ変更応答４０４を受信したＬＳＲ１０２は仮設定していた値を本設定し、ＬＳ
Ｒ１０４へＬＳＰ設定応答（ラベルマッピングメッセージ）４０２を返す。ＬＳＰ設定応
答４０２には、設定後にＬＳＰ３０２上を流れるＭＰＬＳのパケットがＬＳＲ１０４から
ＬＳＲ１０２へ転送される時に用いられるラベル値が入れられている。このラベル値は、
ＬＳＰ３０１におけるＬＳＲ１０２からＬＳＲ１０３への転送ラベルとバインディングさ
れる。
【００８５】
ＬＳＰ設定応答４０２を受信したＬＳＲ１０４は、仮設定していた帯域予約を本設定し、
新規に設定しようとするＬＳＰをＬＳＰ３０１に対してマージした後、ＬＳＰの設定を終
了する。すなわち、ＬＳＲ１０５を起点とし、ＬＳＲ１０２でＬＳＰ３０１にマージされ
るＬＳＰ３０２が設定される。ＬＳＰ３０２は予約帯域が５メガビット／秒であり、ＬＳ
Ｐ３０１のＬＳＲ１０２からＬＳＲ１０３までの部分は予約帯域が１５メガビット／秒と
なる。
【００８６】
図８は本発明の第２の実施例を説明するための図である。この図８を参照して本発明の第
２の実施例について説明する。かかる実施例は、本発明の第２の実施の形態に対応するも
のである。
【００８７】
ＭＰＬＳ網１はＬＳＲ１１２～１１８から構成されており、各ＬＳＲ１１２～１１８間は
リンク２１０～２１５によって接続されている。また、ＭＰＬＳ網１はＯＳＰＦ（Ｏｐｅ
ｎ　Ｓｈｏｒｔｅｓｔ　Ｐａｔｈ　Ｆｉｒｓｔ）ルーティングプロトコルのエリア２，３
及びバックボーン４に領域が区切られているとする。
【００８８】
予め、ＬＳＲ１１３を起点とし、ＬＳＲ１１４、ＬＳＲ１１６を経由してＬＳＲ１１７へ
至るＬＳＰ３０８が設定されているとする。ＬＳＰ３０８がバックボーン４を通過する部
分であるＬＳＲ１１４とＬＳＲ１１６の間は、ＬＳＲ１１４を起点とし、ＬＳＲ１１５を
経由してＬＳＲ１１６へ至るトンネリング用ＬＳＰ３０７によってトンネリングされてい
る。
【００８９】
トンネリング用ＬＳＰ３０７によってＬＳＰ３０８の転送経路がトンネリングされている
部分において、ＬＳＰ３０８上を流れるパケットにはＬＳＰ３０８用に割り当てられたラ
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ベルの前にトンネリング用ＬＳＰ３０７用に割り当てられたラベルがスタックされている
。
【００９０】
また、ＬＳＰ３０８には通過リンクの予約帯域として３０メガビット／秒が通過する各Ｌ
ＳＲにおいて設定されている。トンネリング用ＬＳＰ３０７においても、ＬＳＰ３０８を
収容するために３０メガビット／秒の帯域予約がなされている。
【００９１】
ここで、ＬＳＲ１１２はＬＳＲ１１８までＬＳＰを新規に設定しようとする。ここで、新
規に設定しようとするＬＳＰの予約したい帯域は２０メガビット／秒であるとする。
【００９２】
まず、ＬＳＲ１１２はＯＳＰＦによって収集されたトポロジ情報を用いてＬＳＲ１１８へ
の経路を計算する。ＯＳＰＦでは自ノードの属するエリア内に関しては各リンク２１０～
２１５の接続状況がわかるが、自ノードの属するエリア外に関しては到達可能性しか分か
らないので、この計算の結果、ＬＳＲ１１８へ到達するためには、ＬＳＲ１１４を通れば
よいということしか分からない。
【００９３】
ＬＳＲ１１２はＬＳＲ１１４へ対して、ＬＳＰ設定要求（ラベルリクエストメッセージ）
４１９を送信する。ＬＳＰ設定要求４１９には通過ノードがＬＳＲ１１４、宛先ノードが
ＬＳＲ１１８であるという情報と、予約したい帯域である２０メガビット／秒というトラ
フィックパラメータが入れられている。
【００９４】
ＬＳＰ設定要求４１９を受信したＬＳＲ１１４はＬＳＲ１１８への経路計算を行う。この
計算の結果、バックボーン４内においてはＬＳＲ１１５、ＬＳＲ１１６を通ればよいとい
うことが分かる。
【００９５】
ここで、出側ＬＳＲ１１８までの経路を同一にすることができるＬＳＰがＬＳＲ１１４に
おいて存在するかどうかをチェックする。すなわち、ＬＳＲ１１５，１１６を経由してＬ
ＳＲ１１８へ至るＬＳＰが存在するか調べる。ここではそのようなＬＳＰは存在しない。
【００９６】
よって、ＬＳＲ１１４において設定されているトンネリング用ＬＳＰの終点までの経路を
、設定しようとしているＬＳＰの通過経路の一部にすることができるかどうかをチェック
する。ここでは、ＬＳＲ１１５を経由してＬＳＲ１１６を終点とするトンネリング用ＬＳ
Ｐが存在するかを調べる。したがって、トンネリング用ＬＳＰ３０７がその候補として選
ばれる。
【００９７】
次に、トンネリング用ＬＳＰ３０７が予約帯域というパラメータを備えているかをチェッ
クする。もしも備えているならば、トンネリング用ＬＳＰ３０７の予約帯域を、上述した
本発明の第１の実施例と同様の手順で、３０メガビット／秒と２０メガビット／秒とを足
し合わせた５０メガビット／秒に変更する。
【００９８】
トンネリング用ＬＳＰ３０７の予約帯域の変更が成功したならば、以後、ＬＳＲ１１４か
らＬＳＲ１１６へのＬＳＰ設定要求４２１、ＬＳＲ１１６からＬＳＲ１１８へのＬＳＰ設
定要求４２３、ＬＳＲ１１８からＬＳＲ１１６へのＬＳＰ設定応答４２４、ＬＳＲ１１６
からＬＳＲ１１４へのＬＳＰ設定応答４２２、ＬＳＲ１１４からＬＳＲ１１２へのＬＳＰ
設定応答４２０の順序でＬＳＰの設定が行われる。
【００９９】
ＬＳＲ１１６がＬＳＰ設定要求４２３をＬＳＲ１１８を送信する際、ＯＳＰＦによってＬ
ＳＲ１１８への経路が計算され、次ホップがＬＳＲ１１８であるということが分かる。結
果的に、ＬＳＲ１１２を起点とし、ＬＳＲ１１４、ＬＳＲ１１６を経由してＬＳＲ１１８
へ至るＬＳＰ３０９が設定される。
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【０１００】
ＬＳＰ３０９の転送経路のうち、バックボーン４を通過する部分であるＬＳＲ１１４とＬ
ＳＲ１１６との間は、トンネリング用ＬＳＰ３０７が用いられている。バックボーン４に
おいてはＬＳＰ３０９上を流れるパケットに対して、ＬＳＰ３０９に割り当てられたラベ
ルの前にトンネリング用ＬＳＰ３０７用に割り当てられたラベルがスタックされる。
【０１０１】
また、ＬＳＰ３０９には予約帯域として２０メガビット／秒が設定される。トンネリング
用ＬＳＰ３０７においては、ＬＳＰ３０８の予約帯域である３０メガビット／秒とＬＳＰ
３０９の予約帯域である２０メガビット／秒とを足し合わせた５０メガビット／秒の帯域
予約がなされる。
【０１０２】
バックボーン４においては、エリア２から入ってきたＬＳＰ３０８とＬＳＰ３０９とはト
ンネリング用ＬＳＰ３０７によってマージされており、エリア３に出ていく時にそれぞれ
ＬＳＲ１１７、ＬＳＲ１１８へと分岐するという形態になっている。
【０１０３】
このように、ＬＳＰのマージを行う際に、既存ののＬＳＰのもつ付帯パラメータを、新規
に設定しようとするＬＳＰを収容することができるように変更を行ってからマージを行う
。これによって、従来マージできなかった要求帯域等をもつＬＳＰのマージを行うことが
可能になり、より多くのＬＳＰをマージすることができるので、ラベル数の節減に寄与す
る。これは網の大規模化をする上で不可欠である。
【０１０４】
また、予め設定されたトンネリング用ＬＳＰに、複数のＬＳＰをその付帯パラメータとと
もに収容することで、トンネリング用ＬＳＰの部分のみでのマージが可能になる。例えば
、ほとんどのＬＳＰが網内の同一の部分を通過する場合でも、従来、出側ＬＳＲまでの経
路を同一にすることができる場合の他はマージを行うことができなかったが、同一経路を
通過する部分にトンネリング用ＬＳＰを設定しておくことによって、この部分においてマ
ージを行うことができる。
【０１０５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の通信コネクションマージ方式によれば、ＬＳＰのマージを行
う際に、既存ののＬＳＰのもつ付帯パラメータを、新規に設定しようとするＬＳＰを収容
することができるように変更を行ってからマージを行うことによって、マージを行う時に
マージされるＬＳＰの要求帯域等のパラメータも一緒にマージすることができるという効
果がある。
【０１０６】
また、本発明の他の通信コネクションマージ方式によれば、予め設定されたトンネリング
用ＬＳＰに、複数のＬＳＰをその付帯パラメータとともに収容することで、トンネリング
用ＬＳＰの部分のみでのマージを可能とすることによって、ＬＳＰのパラメータも一緒に
マージするだけではなく、一度マージを行ったＬＳＰを途中で分岐することができるとい
う効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を説明するための図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるＬＳＲ１０２の動作を示すフローチャートで
ある。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるＬＳＲ１０３の動作を示すフローチャートで
ある。
【図４】本発明の第２の実施の形態を説明するための図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態を説明するための図である。
【図６】ＭＰＬＳパケットの構成を説明するための図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態におけるＬＳＲ１０７の動作を示すフローチャートで
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ある。
【図８】本発明の第２の実施例を説明するための図である。
【図９】ＭＰＬＳ網における従来のマージの動作を説明するための図である。
【符号の説明】
１　ＭＰＬＳ網
２，３　ＯＳＰＦのエリア
４　ＯＳＰＦのバックボーン
１０１～１１８　ＬＳＲ
２０１～２１５　リンク
３０１～３０９　ＬＳＰ
４０１，４０５，４１５，４１７，４１９，４２１，４２３　ＬＳＰ設定要求
４０２，４０６，４１６，４１８，４２０，４２２，４２４　ＬＳＰ設定応答
４０３，４０７，４０９，４１１，４１３　パラメータ変更要求
４０４，４０８，４１０，４１２，４１４　パラメータ変更応答
５０１　ＭＰＬＳパケット
５０２　ＩＰデータグラム
５０３　ＩＰヘッダ
５０４，５０５　シムヘッダ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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